
 

 
 

 

品川区いじめ問題調査委員会による調査結果について 

 

１ 事案の概要 

〇 令和２年に区立中学校生徒に対し、机に「しね」などと書かれた紙片の投

入等が繰り返しあり、学校は直ちにこれをいじめと認定した。 
〇 その後もいじめ行為は止まらず、当該生徒は適応障害と診断され、同年 10

月に転校を余儀なくされた。 
〇 令和４年３月、教育委員会はこれを「いじめ重大事態」と認定し、品川区

いじめ対策委員会の調査をした結果、学校・教育委員会の対応に課題があっ

たことが明らかとなった。 
〇 区長は、教育委員会からの上記結果の報告を受け、本件対応に関する課題

の検証と今後の再発防止が必要であると判断し、品川区いじめ問題調査委員

会による調査を行った。 
 

２ 本委員会による調査結果 

（１）調査経過  
実施年月日 内容 

令和 5年 6月 26 日 第１回委員会の開催 
同年 7月 3日 被害生徒およびその保護者への聞取り 
同年 7月 12 日 当時の校区教育協働委員(2 名)への聞取り 
同年 7月 14 日 第２回委員会の開催 

同年 7月 19 日 
当時の教育委員会事務局担当者(2 名)への聞取り 
当時の学校関係者(1 名)への聞取り 

同年 7月 31 日 当時の学校関係者(1 名)への聞取り 
同年 8月 1日 当時の教育委員会事務局担当者(2 名)への聞取り 
同年 8月 4日 第３回委員会の開催 
同年 8月 31 日 第４回委員会の開催 

 
（２）調査結果 

  添付文書「【概要】令和 5年 8月 31 日付調査報告書」のとおり 
 

３ 調査結果を受けた教育委員会の対応 

報告書の内容については、教育委員会として真摯に受け止め、事務局内の

認識を改めるとともに、各指摘事項について改善を図っていく。また、教育

委員会が今後取るべき措置について、現在取り組んでいるいじめ防止対策の

質的向上を図るとともに、実効的な研修の実施やその効果測定、報告ルール

や重大事態の認定フローの作成等に取り組む。 
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（１）現時点での取り組み状況 

① いじめに関する管理職研修・教員研修を実施し、法に基づく適切ない

じめの認知、いじめの重大事態に関する教育委員会との連携について、

周知徹底を図っている。また、全教職員を対象とした講演会を行い、い

じめについての理解を深めた。 

② 児童・生徒に対して無記名式のアンケートを実施、さらに４，５年生

へは hyper-QU，７年生へは学級風土調査を実施。各学校で調査結果を分

析し、個人の支援や学級経営に生かしている。 

③ いじめ防止対策推進基本方針の改訂作業中。いじめの認知や重大事態

の認定フローについても組み込んでいく。 

 

（２）今後の予定 

① 校内におけるいじめに関する教員研修、いじめに関する授業の年間計

画の実態調査を行う。 

② 各月のいじめの実態調査提出に合わせた学校いじめ対策委員会の会議

録の提出を求める。 

③ 児童・生徒に対する効果的ないじめ予防プログラムの導入に向けた準

備（教員への研修計画、児童・生徒への指導資料準備など）を行う。 

④ いじめの重大事態に係るケースや解決が困難なケースについては、区

長部局とも緊密に連携し、適切な調査の実施や問題の解決に努める。 

 

 

 

（参考）今後の対応（総務部） 

（１）いじめ相談窓口を新たに区長部局にも設置し、いじめ専門相談員（弁護

士）による第三者的視点を活用しながら、教育委員会等との連携の下、早

期発見・早期解決に向けて機動的な対応を図っていく。 
（２）いじめポータルサイトを開設し、家庭や地域等に対していじめへの理解・

認識を深めてもらうなど、いじめ防止に向けた啓発活動を推進していく。 
（３）上記対応にあたり、いじめ防止対策推進法の趣旨や重大事態ガイドライ

ンの理解を深め、他自治体におけるいじめ事案への取組みを絶えず確認す

るなど、いじめ対策に係る知見を広げていく。 






